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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信システムの基地局であって、
　該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の利用者の情報を登録する登録部と、
　該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、該利用者が前記移動体通信システ
ムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報を該事業者のサーバから取得する
取得部と、
　該取得部により取得した利用契約情報を格納する記憶部と、
　前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無線接続を制御
する制御部と、を具え、
　前記登録部の登録が基地局を前記移動体通信システムに接続する前に行われ、
　前記取得部の取得が、前記移動体通信システムに接続された後に行われる
ことを特徴とする基地局。
【請求項２】
　移動体通信システムの基地局であって、
　該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の利用者の情報を登録する登録部と、
　該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、該利用者が前記移動体通信システ
ムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報を該事業者のサーバから取得する
取得部と、
　該取得部により取得した利用契約情報を格納する記憶部と、
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　前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無線接続を制御
する制御部と、を具え、
　前記移動機の利用契約情報が、移動機の電話番号を含み、前記制御部が、該電話番号を
有する移動機だけ接続許可する、
ことを特徴とする基地局。
【請求項３】
　移動体通信システムの基地局であって、
　該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の利用者の情報を登録する登録部と、
　該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、該利用者が前記移動体通信システ
ムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報を該事業者のサーバから取得する
取得部と、
　該取得部により取得した利用契約情報を格納する記憶部と、
　前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無線接続を制御
する制御部と、を具え、
　前記移動機の利用契約情報が、移動機の識別番号を含み、前記制御部が、該識別番号を
有する移動機だけ接続許可する、
ことを特徴とする基地局。
【請求項４】
　移動体通信システムの基地局であって、
　該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の利用者の情報を登録する登録部と、
　該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、該利用者が前記移動体通信システ
ムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報を該事業者のサーバから取得する
取得部と、
　該取得部により取得した利用契約情報を格納する記憶部と、
　前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無線接続を制御
する制御部と、を具え、
　前記移動機の利用契約情報が、該利用者が契約しているグループサービスが対象として
いる１つまたは複数の移動機の電話番号または識別番号を含み、前記制御部が、該電話番
号または識別番号を有する移動機だけ接続許可する、
ことを特徴とする基地局。
【請求項５】
　移動体通信システムの基地局であって、
　該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の利用者の情報を登録する登録部と、
　該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、該利用者が前記移動体通信システ
ムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報を該事業者のサーバから取得する
取得部と、
　該取得部により取得した利用契約情報を格納する記憶部と、
　前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無線接続を制御
する制御部と、
　前記基地局に接続した移動機が該基地局を介してコンテンツのダウンロードを行うと、
該コンテンツを前記移動機の利用契約情報に対応付けて格納するコンテンツ記憶部と、を
具え、
　前記記憶部の利用契約情報が更新された際に、前記コンテンツをダウンロードした前記
移動機の契約者が、該移動機とは異なる新たな移動機に対して契約している場合、該新た
な移動機からの要求に応じて、前記コンテンツ記憶部に格納されているコンテンツデータ
を送信することを可能にした、
ことを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、移動体通信システムの基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、移動体通信用の機器、特に携帯電話端末は急速に普及し、人口がある程度あるエ
リアはほとんどカバーされるようになった。しかしながら、家屋や建物の内部の空間や立
地状況が悪い場所では、通常の既存基地局（即ち、広域基地局）からの電波が届かず圏外
となったり、電波が弱く通信が安定しないエリアが存在している。このような圏外となる
エリアに対応するものとして、出力電力が小さく、半径数メートル～数１０メートル程度
のセル（サービスエリア）を提供する小型基地局が開発されている（非特許文献１を参照
されたい。）。このような超小規模のセル自体、或いは、当該セルを提供する小型基地局
をフェムトセルと称する。しかしながら、フェムトセルは超小型であるが、基地局の範疇
に入るため、設置場所の届出、許可、運用時間などの様々な関連法規の規制があり、日本
では現在市販されていない。
【０００３】
　一方、一般家庭においても、光回線、ＡＤＳＬなどのブロードバンド回線の常時接続が
普及しているため、フェムトセルと移動体通信システムを接続する環境（即ちバックボー
ン）は整いつつある。さらに、通信事業者としては、フェムトセルおよびブロードバンド
回線の利用によって、本来消費されるはずであった通常の既存基地局の帯域を使わずに済
むというメリットもある。従って、関連法規の規制緩和や運用の変更によって、近い将来
フェムトセルの本格的な開発および使用が期待されている。
【非特許文献１】http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/070710_01.html
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなフェムトセルを個人ユーザが購入し、自宅に設置した場合、フェムトセルが
提供するカバーエリアに入ってきた携帯電話端末は、当該フェムトセルに無線接続するこ
とが可能となる。個人ユーザにより購入・設置されたフェムトセルが、他人に自由にアク
セスされてしまうと、当該個人自身が使いたいときに、他人にフェムトセルの無線帯域を
消費されてしまい、スループットが不足したり、場合によっては、フェムトセルへの無線
接続を拒否されることも想定される。
【０００５】
　フェムトセルに類似するものとして、例えば、無線LAN基地局がある。無線LAN基地局で
は、使用するユーザを制限したい場合は、自分で端末(PC)のID(MACアドレス)を登録して
使用し、アクセスするためのID、パスワードを入力するようにしている。このような無線
LAN基地局の設定は、ＰＣや専用ソフトを使う煩雑かつ複雑な人手による作業であり、子
供からお年寄りまでを含む携帯電話端末のユーザに、これらの設定作業を強いるのは酷で
ある。従って、無線LAN基地局のような煩雑な設定作業をしないで、フェムトセルを自己
および自分の家族の端末が使用でき、他人のフェムトセルへの無線接続を制限する簡易な
機能があれば便利であるが、このような機能は開発されていない。また、端末を買い替え
たり、家族の端末が増えたりしたときに、フェムトセルとしては、買い替えた端末の情報
が無いため、これらの端末からの接続を拒否してしまうこととなる。さらに、携帯電話端
末の買い替えサイクルは短期間であり、このような買い替えによる変更情報を人手により
更新するのは不便である。このような買い替えや端末の増加に対応する仕組みがあればユ
ーザの利便性は向上するが、このような機能を持ったフェムトセルは開発されていない。
【０００６】
　また、端末を複数持っていた場合、割引サービスを受けるために「家族割引」などのグ
ループ申し込みを店頭にて行い、キャリア側では申込書の内容に基づきグループ登録情報
を携帯電話網のサーバに登録しておく。登録した内容は、基本料金や通話料、通信料など
の課金時に各種割引用データベースとして用いている。機種変更時には旧端末でダウンロ
ードした音楽データやゲームなどのコンテンツデータは端末に紐つけて購入しているため
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に、同じユーザであったとしても新端末に移すことが出来ず、再購入することになってし
まう。また、同一ユーザが同一名義で複数端末を契約している場合でも、ある端末で購入
したコンテンツデータを違う端末で使用することが出来ない。
【０００７】
　そこで、本発明は、煩雑な設定作業をしないで、少なくとも自分が利用している端末を
基地局に接続可能にし、基地局への他人の無線接続を制限する基地局（即ちフェムトセル
）を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した諸課題を解決すべく、第１の発明による基地局は、
　移動体通信システムの基地局であって、該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の
利用者の情報を登録する登録部と、該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、
該利用者が前記移動体通信システムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報
を該事業者のサーバから取得する取得部と、該取得部により取得した利用契約情報を格納
する記憶部と、前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無
線接続を制御する制御部と、を具え、前記登録部の登録が基地局を前記移動体通信システ
ムに接続する前に行われ、前記取得部の取得が、前記移動体通信システムに接続された後
に行われる、
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、第２の発明による基地局は、
　移動体通信システムの基地局であって、該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の
利用者の情報を登録する登録部と、該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、
該利用者が前記移動体通信システムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報
を該事業者のサーバから取得する取得部と、該取得部により取得した利用契約情報を格納
する記憶部と、前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無
線接続を制御する制御部と、を具え、前記移動機の利用契約情報が、移動機の電話番号を
含み、前記制御部が、該電話番号を有する移動機だけ接続許可する、
ことを特徴とする。
【００１１】
　また、第３の発明による基地局は、
　移動体通信システムの基地局であって、該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の
利用者の情報を登録する登録部と、該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、
該利用者が前記移動体通信システムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報
を該事業者のサーバから取得する取得部と、該取得部により取得した利用契約情報を格納
する記憶部と、前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無
線接続を制御する制御部と、を具え、前記移動機の利用契約情報が、移動機の識別番号（
端末ＩＤ、端末製造番号などの端末固有の番号）を含み、前記制御部が、該識別番号を有
する移動機だけ接続許可する、
ことを特徴とする。
【００１２】
　また、第４の発明による基地局は、
　移動体通信システムの基地局であって、該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の
利用者の情報を登録する登録部と、該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、
該利用者が前記移動体通信システムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報
を該事業者のサーバから取得する取得部と、該取得部により取得した利用契約情報を格納
する記憶部と、前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無
線接続を制御する制御部と、を具え、前記移動機の利用契約情報が、該利用者が契約して
いるグループサービスが対象としている１つまたは複数の移動機の電話番号または識別番
号を含み、前記制御部が、該電話番号または識別番号を有する移動機だけ接続許可する、
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ことを特徴とする。
【００１５】
　また、第５の発明による基地局は、
　移動体通信システムの基地局であって、該基地局を利用する少なくとも１つの移動機の
利用者の情報を登録する登録部と、該登録部に登録されている利用者の情報に基づいて、
該利用者が前記移動体通信システムの事業者に対して契約している移動機の利用契約情報
を該事業者のサーバから取得する取得部と、該取得部により取得した利用契約情報を格納
する記憶部と、前記記憶部に格納した利用契約情報に基づいて、移動機の該基地局への無
線接続を制御する制御部と、前記基地局に接続した移動機が該基地局を介してコンテンツ
のダウンロードを行うと、該コンテンツを前記移動機の利用契約情報に対応付けて格納す
るコンテンツ記憶部と、を具え、前記記憶部の利用契約情報が更新された際に、前記コン
テンツをダウンロードした前記移動機の契約者が、該移動機とは異なる新たな移動機に対
して契約している場合、該新たな移動機からの要求に応じて、前記コンテンツ記憶部に格
納されているコンテンツデータを送信することを可能にした、
ことを特徴とする。
【００１６】
　上述したように本発明の解決手段を装置として説明してきたが、本発明はこれらに実質
的に相当する方法、プログラム、プログラムを記録した記憶媒体としても実現し得るもの
であり、本発明の範囲にはこれらも包含されるものと理解されたい。なお、方法やプログ
ラムの各ステップは、データの処理においては必要に応じて、CPU、DSPなどの演算処理装
置を使用するものであり、入力したデータや加工・生成したデータなどをHDD、メモリな
どの記憶装置に格納するものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、フェムトセルへの利用者登録を自動で行うことができ、ユーザの利便
性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以降、諸図面を参照しながら、本発明の実施態様を詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施態様によるフェムトセル（小型基地局）を使ったネットワーク
全体の構成図である。図に示すように、フェムトセルＦＣＬは、例えば一般家庭内に設置
されたADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)や光ファイバなどのブロードバンド回
線を通じて、一般のインターネットＩＮＥＴ、及び、携帯網接続認証用のサーバＳＶを介
して携帯網ＣＮＥＴに接続されている。携帯網ＣＮＥＴには、従来の基地局ＢＳ１，ＢＳ
２や、グループサービス（例えば家族割引）登録状況が保存されているデータサーバＤＳ
が接続されており、ユーザ情報が変更された場合データサーバＤＳ上のデータを含むテー
ブルＴＢ１が変更される。また、従来の基地局ＢＳ１，ＢＳ２には、携帯電話ＭＳ３，Ｍ
Ｓ４がそれぞれ無線接続されている。フェムトセルＦＣＬのカバーエリア内に位置する携
帯電話ＭＳ１，ＭＳ２は、フェムトセルＦＣＬと無線接続している。
【００２０】
　図２は、図１に示したフェムトセルのブロック図である。図に示すように、フェムトセ
ル（ＦＣＬ）１００は、携帯電話端末と通信するための無線部１１０と、装置全体の制御
を行うフェムトセル制御部１２０と、各種設定情報を保存するための記憶部１３０、イン
ターネットなどのブローバンド回線と接続するための回線接続部１４０と、端末情報取得
モードに設定するための指令を入力する（即ち、ユーザによる端末情報取得モード設定指
令の操作を受け付ける）入力部１５０と、フェムトセルの通信状況や端末情報取得モード
に設定されているなどの各種情報を表示する表示部１６０と、携帯電話端末と通信する電
波を送受信するアンテナＡＮＴとからなる。
【００２１】
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　フェムトセル制御部１２０は、フェムトセル１００を利用する少なくとも１つの移動機
の利用者の情報を登録する登録部１２２と、登録部１２２に登録されている利用者の情報
に基づいて、利用者が前記移動体通信システムの事業者に対して契約している移動機の利
用契約情報を該事業者のサーバから取得する取得部１２４と、利用契約情報（移動機から
の電話番号や移動機の識別番号など）に基づいて移動機のフェムトセル１００への無線接
続を制御する接続制御部１２６とを具える。具体的には、接続制御部１２６は、利用契約
情報に対応する移動機だけを登録接続許可する。
【００２２】
　登録部１２２は、無線或いはブロードバンド回線によりフェムトセル１００を利用する
少なくとも１つの移動機の利用者の情報（携帯電話番号、端末ＩＤなどの識別情報）を登
録し、記憶部１３０に格納する。
【００２３】
　ユーザが新たにフェムトセルを購入し、自宅に設置した場合、自分名義の複数の携帯電
話でそのフェムトセルを使用可能にしたい。しかしながら、フェムトセルを誰でも使える
状態にしてしまうと、フェムトセルの接続可能端末数の制限や帯域の制限などによって、
自分で契約したブロードバンド回線を使用して、さらに電気代なども負担しているにもか
かわらず、自分の携帯電話が使えなくなってしまうことが考えられる。さらに、フェムト
セルをユーザが個人で購入した場合、そのフェムトセルを使える人を登録する作業が、煩
雑になってしまいわずらわしい。このような煩雑な設定作業を回避するために、少なくと
も自分が利用している端末を基地局に接続可能にし、基地局への他人の無線接続を制限す
る手法を図１、図２、図３、図４を参照しながら実施例１として説明する。
【実施例１】
【００２４】
　図３，４は、実施例１によるフェムトセルの処理を示すフローチャートである。実施例
１では、フェムトセルに接続できる携帯電話端末を自分名義の端末および自分が属するグ
ループ（家族割引）サービスに含まれる端末のみに設定する処理を説明する。図３，４の
処理に先立って、以下の事前作業が必要となる。フェムトセルＦＣＬを購入する際に、ユ
ーザは、自分の携帯電話番号およびフェムトセル固有の番号を申込書に記載し、フェムト
セル固有の番号と自分の携帯電話番号が対応付けられた状態で、キャリアのデータサーバ
ＤＳ内のテーブルＴＢ１に保存されているようにする。購入したユーザが複数回線契約し
ていた場合、ユーザの登録情報を含むテーブルＴＢ１には、購入したフェムトセルIDの情
報が書き加えられる。
【００２５】
　ステップＳ１１にて、フェムトセルＦＣＬを自宅のブロードバンド回線(光ファイバー
やADSL)に接続し、電源をオンする。ステップＳ１２にて、フェムトセルＦＣＬは、電源
オンやリセットからの復帰時などブロードバンド回線接続時にブロードバンド回線（イン
ターネットＩＮＥＴ）経由で携帯網ＣＮＥＴとの接続を試行し、キャリアのデータサーバ
ＤＳとネゴシエーションを取り、携帯網ＣＮＥＴと接続可能な状態になる。ネゴシエーシ
ョンではフェムトセルＦＣＬがどこに繋がっているかというIPアドレスなどの位置情報を
データサーバＤＳに登録する。ステップＳ１３にて、フェムトセルＦＣＬは割り当てられ
ているフェムトセル識別用のIDをキャリアのデータサーバＤＳに送信する。このIDを受信
したデータサーバＤＳはフェムトセルIDとリンクされている登録情報を検索し、取得する
。ステップＳ１４にて、フェムトセルＦＣＬは、データサーバＤＳにより検索・取得され
た登録情報をデータサーバＤＳからダウンロードする。なお、この時、移動通信網を介し
て、登録の情報（利用契約情報）を取得する。これにより、秘匿性を高めることができる
。
【００２６】
　ステップＳ１５にて、ダウンロードした登録情報を接続可能電話番号記憶領域（即ち、
図２の記憶部１３０）に図１のテーブルＴＢ２として保存し、接続可能端末として登録す
る。ステップＳ１６にて、テーブルＴＢ２のグループ（例えば、家族割引）サービスに登
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録されている電話番号を持った携帯電話のみ（ユーザ本人とその家族の携帯電話）がその
フェムトセルに接続出来るようになる。
【００２７】
　なお、実施例１では、移動機の利用者の情報と、その利用者が属する家族割引サービス
の情報とを併せて取得する形態で説明したが、最初に、登録部１１０が、フェムトセル１
００に設けられた赤外線ポートやＵＳＢポート（図示せず）を経由して、移動機である携
帯電話に搭載される赤外線ポートやＵＳＢポート（図示せず）から送出された移動機の利
用者の情報を取得する。即ち、赤外線通信などの何らかの無線通信手段かＵＳＢ通信など
の何らかの有線通信手段によって、登録をすることが可能である。その後で、その登録情
報を使用して（データサーバへ送信して）利用者が属する家族割引サービスの情報を取得
するような２段階の形式で情報取得を行ってもよい。
【００２８】
　また、図４に示すように、ステップＴ１１にてフェムトセルＦＣＬを自宅のブロードバ
ンド回線(光ファイバーやADSL)に接続し、電源をオンする。ステップＴ１２にてフェムト
セルＦＣＬを端末情報取得モードに設定する。ステップＴ１３にてフェムトセルＦＣＬは
周囲にある端末をサーチする。次にステップＴ１４にて、サーチされた端末があるかどう
かを判定する。ステップＴ１４にてサーチされた端末が有った場合、ステップＴ１５にて
サーチされた端末が既にフェムトセルＦＣＬ内部の記憶部に登録されているか否かを判定
する。ステップＴ１４にてサーチされた端末が無かった場合、ステップＴ２３にて端末情
報取得モードを終了する。
【００２９】
　ステップＴ１５にて登録されていない端末が有った場合(元々記憶部に端末が登録され
ていなかったり、新規に登録したい場合)、ステップＴ１６にて、サーチされた端末に対
してフェムトセルユーザー登録要求メッセージを送信する。端末からの応答方法は、フェ
ムトセルの暗証番号や固有のＩＤを端末より送信したり、端末を特殊操作して送信したり
、赤外線やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、フェリカ、ＵＳＢなど別の通信手段を使って情報を端末
より送信したり、入力部１５０などを用いてフェムトセル本体を特殊操作したりすること
が考えられる。複数端末がサーチされていた場合でフェムトセル本体を操作する応答方法
の場合は、複数の端末それぞれ別の操作方法を指示するようにして、どの端末から応答が
あったかを識別すればよい。ステップＴ１５にて既に登録されている端末しかなかった場
合、ステップＴ１８に進む。ステップＴ１７にて端末(ユーザ)からの応答があるかどうか
を判定し、応答があった場合ステップＴ１８に進み、応答が無かった場合ステップＴ２３
に進んで、端末情報取得モードを終了する。
【００３０】
　ステップＴ１８にて端末からユーザ情報を取得する。このユーザ情報とは電話番号、端
末ＩＤ、契約者番号など端末のユーザを特定する情報である。ステップＴ１９にてフェム
トセルＦＣＬは取得したユーザ情報をデータサーバへ送信する。データサーバ側ではユー
ザ情報よりグループ登録状況を検索する。ステップＴ２０にてデータサーバより応答があ
った場合、ステップＴ２１にてフェムトセルＦＣＬはデータサーバよりグループ登録情報
をダウンロードする。次にステップＴ２２にて、フェムトセルＦＣＬの記憶部にダウンロ
ードした情報を登録する。ステップＴ２３にて端末情報取得モードを終了し、ステップＴ
２４にて、接続制御部１２４の制御により、フェムトセルＦＣＬ登録端末のみフェムトセ
ル経由での発着呼が可能となる。なお、ステップＴ２０にて所定期間内にデータサーバよ
り応答がなかった場合は、ステップＴ２３へ進む。
【００３１】
　以上のように制御することにより、既に登録済みの自分の端末のみがフェムトセルＦＣ
Ｌ圏内にいた場合はユーザーは特に何も操作をすることなく、フェムトセルＦＣＬ登録端
末の情報を更新することが出来る。フェムトセルＦＣＬ圏内に登録をしていない端末が有
った場合には、端末からの応答を待ってから登録を行うことにより関係ない端末を登録し
てしまうこともない。また、端末情報取得モードへ入るのは電源オン時のみではなく、フ
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ェムトセルＦＣＬ本体にスイッチを設けてスイッチを押した時に端末情報取得モードへ入
るようにしてもよい。具体的には、入力部（スイッチなど）１５０にて、端末情報取得モ
ードに設定するための指令を入力する。また、表示部１６０には、端末情報取得モードに
なったことを示すインジケータを表示してもよい。
【実施例２】
【００３２】
　実施例２は、フェムトセルを既に購入済みのユーザが新規に端末を追加購入した場合に
対応する処理を提供するものである。図５は、実施例２によるサーバおよびフェムトセル
の処理シーケンスを示す図である。図６は、実施例２によるユーザ登録情報の変更の仕方
を示す図である。
【００３３】
　図５に示すように、ステップＳ２１にて、ユーザが新たに端末を追加購入した場合、キ
ャリアのデータサーバＤＳ内にあるグループサービス（家族割引）などのユーザ登録情報
を含むテーブルの内容が更新される。即ち、図６のテーブルＴＢ３が更新され、テーブル
ＴＢ３ａのようになる。更新によって、新たな端末の情報がＴＢ３ａの携帯電話ＭＳ５の
欄に登録されている。登録情報（テーブル）が変更された場合、ステップＳ２２にて、デ
ータサーバＤＳは登録されているフェムトセルＦＣＬ(ここではアドレスABCに存在するフ
ェムトセルID1234)に対して更新されているグループサービス（家族割引）登録情報を含
むテーブルＴＢ３ａをダウンロードすることを要求する指令メッセージをフェムトセルＦ
ＣＬに送信する。
【００３４】
　メッセージを受け取ったフェムトセルＦＣＬは、ステップＰ２１にて、キャリアのデー
タサーバＤＳにアクセスし、更新されたグループサービス（家族割引）登録情報（テーブ
ルＴＢ３ａ）をダウンロードする。ステップＰ２２にて、ダウンロードした更新グループ
サービス（家族割引）登録情報を用いて、自身が保存している接続可能登録情報（電話番
号や識別情報）の記憶領域を更新する。即ち、フェムトセル側で保持していた図６のテー
ブルＴＢ４が更新され、テーブルＴＢ４ａになる。このようにして、サーバ側の更新によ
って生じた新たな端末の情報が、フェムトセル側にも適正に反映される。即ち、データサ
ーバＤＳ内のテーブルの情報と、フェムトセルＦＣＬ内のテーブルの情報との同期を取る
ことが可能となる。従って、新たに購入した携帯電話ＭＳ５は、ユーザとしては何らの作
業をせずとも、自宅に帰れば自宅内に設置されているフェムトセルＦＣＬに無線接続する
ことが可能となる。
【００３５】
　ちなみに、ユーザ登録情報が更新された時に、フェムトセルＦＣＬに電源が入っていな
かったり、ブロードバンド回線が切断されていたり等でフェムトセルＦＣＬが見つからな
かった場合は、データサーバＤＳはメッセージを送信せずに待機する。実施例１に記述し
たようにフェムトセルＦＣＬは、電源オンされた後、ブロードバンド回線に接続し、キャ
リアのデータサーバＤＳにアクセスする。フェムトセルＦＣＬは、データサーバＤＳ内で
更新された、自装置の識別情報であるフェムトセルIDをキーとしてテーブルを検索し、自
分のIDを含むテーブル（或いは、テーブル内の更新された情報のみ）をダウンロードし、
接続可能電話番号を更新する。このようにすることにより、新規に端末を購入しグループ
（家族割引）サービスに端末を追加した場合においても、ユーザの作業を介さずに、自分
のフェムトセルへのユーザ登録を自動的に設定することができる。
【実施例３】
【００３６】
　実施例３は、フェムトセルを既に購入済みのユーザが機種変更をする場合に対応する処
理を提供するものである。図７は、実施例３によるサーバおよびフェムトセルの処理シー
ケンスを示す図である。図８は、実施例３によるユーザ登録情報の変更の仕方を示す図で
ある。図７に示すように、ステップＳ３１にて、ユーザが新端末を購入し、機種変更をし
た場合、キャリアのデータサーバＤＳ内にあるグループサービス（家族割引）などのユー
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ザ登録情報を含むテーブルの内容が更新される。即ち、図８のテーブルＴＢ５が更新され
、テーブルＴＢ５ａのようになる。更新によって、携帯電話ＭＳ３の項目：機種の情報が
４４Ｋから、５３Ｋに変更されている。登録情報（テーブル）が変更された場合、ステッ
プＳ３２にて、データサーバＤＳは登録されているフェムトセル(アドレスABCに存在する
フェムトセルID1234)に対して更新されているユーザ登録情報を含むテーブルをダウンロ
ードすることを要求する指令メッセージをフェムトセルＦＣＬに送信する。ステップＰ３
１にて、メッセージを受け取ったフェムトセルＦＣＬはキャリアのデータサーバＤＳにア
クセスし、更新されたグループサービス（家族割引）登録情報を含むテーブルをダウンロ
ードする。ステップＰ３２にて、フェムトセルＦＣＬ自身が保存している接続可能登録情
報（電話番号や識別情報）の記憶領域を更新する。即ち、フェムトセル側で保持していた
図８のテーブルＴＢ６が更新され、テーブルＴＢ６ａになる。このようにして、サーバ側
の更新によって生じた機種変更の情報が、フェムトセル側にも適正に反映される。即ち、
データサーバＤＳ内のテーブルの情報と、フェムトセルＦＣＬ内のテーブルの情報とが同
期を取ることが可能となる。従って、機種変更した携帯電話ＭＳ３は、ユーザとしては何
らの作業をせずとも、自宅に帰れば自宅内に設置されているフェムトセルＦＣＬに無線接
続することが可能となる。
【実施例４】
【００３７】
　実施例４では、フェムトセルＦＣＬは、当該セルに接続可能な端末の利用者が購入した
コンテンツ（楽曲データ、映像データ、書籍データなど）を記憶部１３０に格納する機能
を持つ。このように構成すれば、図６のテーブルＴＢ４、ＴＢ４ａ、図８のテーブルＴＢ
６，ＴＢ６ａに示すように、接続可能端末情報が変更された場合、更新されたユーザのコ
ンテンツデータダウンロード履歴がクリアされ、新機種や新端末で、フェムトセルＦＣＬ
からコンテンツを再ダウンロードすることが出来るようになる。即ち、新たに端末を購入
したり、端末の機種変更をしたりする場合においても自動で自分のフェムトセルＦＣＬに
ユーザ登録設定がされるため、ユーザではフェムトセルＦＣＬの設定変更することなく、
新機種や新端末で自分が購入したコンテンツを使い続けることが出来る。なお、従来は、
著作権およびサーバの仕組みの関係で、同一ユーザであっても旧端末で使用していた音楽
データやゲームなどのコンテンツデータを新端末に移行することが出来なかった。即ち、
端末で一度ダウンロードすると、同一のコンテンツのコピーを無料でダウンロードできな
くなっていた。しかしながら、本実施例によれば、フェムトセルＦＣＬ内にユーザがダウ
ンロードした記録およびダウンロードしたコンテンツ自体を記憶部１３０に格納すること
ができる。機種変更や新端末に変更した場合、フェムトセルＦＣＬに保存された接続可能
端末情報が更新され、ダウンロード状況ステータスもクリアされるために、ユーザは機種
変更した後の端末においても旧端末上で購入した音楽データやゲームなどのコンテンツデ
ータを新端末で課金されずにフェムトセルの記憶部１３０からダウンロードすることが出
来るようになる。本構成によって、新規に端末を追加購入したり、機種変更で使用してい
る端末が変わったりした場合においても、設定変更内容をフェムトセル自身がデータサー
バＤＳから受信するためにユーザが何か手動で変更する必要が無い。また、個人が購入し
た着信時再生楽曲（メロディ）、ゲームなどについても機種変更や追加購入した場合に引
き続き使用することができ、同一ユーザが契約した端末に限って使用することが出来る。
【００３８】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部、各手段、各ステップなど
に含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステッ
プなどを１つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。例えば、毎回
や月一回などの所定の規則に基づいて、フェムトセル基地局は、利用契約情報を取得（再
取得）するようにしても良い。なお、この時、取得した情報が更新されていれば、記憶部
１３０の情報も更新される。
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【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は、本発明の一実施態様によるフェムトセル（基地局）を使ったネットワー
ク全体の構成図である。
【図２】図１に示したフェムトセルのブロック図である。
【図３】実施例１によるフェムトセルの処理を示すフローチャートである。
【図４】実施例１によるフェムトセルの処理を示すフローチャートである。
【図５】実施例２によるサーバおよびフェムトセルの処理シーケンスを示す図である。
【図６】実施例２によるユーザ登録情報の変更の仕方を示す図である。
【図７】実施例３によるサーバおよびフェムトセルの処理シーケンスを示す図である。
【図８】実施例３によるユーザ登録情報の変更の仕方を示す図である。
【符号の説明】
【００４０】
１００，ＦＣＬ　フェムトセル
１１０　無線部
１２０　フェムトセル制御部
１３０　記憶部
１４０　回線接続部
１５０　入力部
１６０　表示部
ＡＮＴ　アンテナ
ＢＳ１，ＢＳ２　基地局
ＣＮＥＴ　携帯網
ＤＳ　データサーバ
ＩＮＥＴ　インターネット
ＭＳ１－ＭＳ５　携帯電話
ＳＶ　サーバ
ＴＢ１，ＴＢ２　テーブル
ＴＢ３．ＴＢ３ａ　テーブル
ＴＢ４，ＴＢ４ａ　テーブル
ＴＢ５，ＴＢ５ａ　テーブル
ＴＢ６，ＴＢ６ａ　テーブル
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 5160946 B2 2013.3.13

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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